
ごのへの魅力再発見！

◆主な内容◆
2五戸町の財政状況
5主な出来事「産業と文化まつり」ほか
6病院医師一覧・文芸ごのへ
�秋の叙勲・青森県褒賞・あたたかい善意

　10 月 29 日、青森県立五戸高等学校 2 学年の生
徒ら８名が就業体験のため役場を訪れ、企画振興
課では彼らに「まちあるき」コース作りのための
素材集めを手伝ってもらった。高校生の目線で身
近に潜む魅力を探し出し、地図に書き込むことで、
川原町エリアの素材が揃った。この日は、とても
秋らしい、さわやかに透きとおった空がとても印
象的で、真っ赤にそまった紅葉が空に映えていた。
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　町条例により、平成 25 年度の決算の状況をお知らせし、併せて平成 26 年度の財政状況を公表します。
　平成 25 年度の一般会計決算状況は、歳入 114 億 2,392 万円、歳出 111 億 6,038 万円で、差し引
き 2 億 6,354 万円の剰余金が生じました。この額から翌年度へ繰り越すべき財源 2,072 万円を差し引
いた実質収支額は、2 億 4,282 万円の黒字となりました。

一般会計歳出　111 億 6,038 万円
【民生費】障がい者、高齢者に対する福祉の充実や子育て支援

などの経費。
【教育費】小中学校・公民館・図書館・スポーツ施設の管理・運営、

生涯学習の推進、文化財の保護などのための経費。
【公債費】事業を行うために借りたお金（町債）の元金と利息

を返済するための経費。
【総務費】庁舎の管理・運営、徴税・戸籍関係事務、選挙、統

計調査、国際交流・広報、コミュニティの推進など
のための経費。

【衛生費】予防接種、環境対策などのための経費。
【土木費】道路・公園・河川の整備、都市計画などのための経費。
【農林水産業費】農林畜産業振興のための支援や生産基盤整備

などの経費。
【消防費】防火・消火活動、救急・防災活動、消防車両の整備

などのための経費。
【議会費】議会運営のための経費。
【その他】商工業の振興、観光活性化などのための商工費。雇

用対策などのための労働費。災害を受けた施設の復
旧のための災害復旧費。

五戸町の家計簿 平成 25 年度の一般会計決算を、一般家庭の家庭簿に当てはめてみました。
年間の世帯総収入が 500 万円の家族だとすると・・・

収　　入 支　　出
●自分たちで賄ったお金【自主財源】 食 費【人件費】 48 万円
給 料【町税】 63 万円 医療費・教育費など【扶助費】 49 万円
定 期 預 金 の 解 約【繰入金】 2 万円 ロ ー ン の 返 済【公債費】 58 万円
パ ー ト 収 入【使用料・手数料、分担金・負担金】 10 万円 光 熱 水 費・ 日 用 品【物件費】 46 万円
去 年 の 残 り【繰越金】 3 万円 家 や 家 電 の 修 理【維持修繕費】 7 万円
不 動 産 収 入、
お 祝、 利 子 な ど【財産収入、寄附金、雑収入】 11 万円 保 険 料、 町 内 会 費、

子 ど も の 小 遣 い 等【補助費等】 64 万円

小 計 89 万円 預 金【積立金】 11 万円
●ほかに頼ったお金【依存財源】 友 人 へ の 融 資【投資、出資金、貸付金】 11 万円
親 か ら の 援 助【地方交付税、国・県支出金など】 329 万円 子 ど も へ の 仕 送 り【繰出金】 53 万円

ロ ー ン 借 入【町債】 82 万円 家 の 増 改 築【普通建設費、災害復旧
事業費】 142 万円

小 計 411 万円
合 計 500 万円 合計 489 万円

　町の家計簿を見ると 500 万円の収入のうち、給料など自分たちで賄ったお金（町税、使用料、財産収入）は、 
わずか 89 万円で全体の２割程度。残りは親からの援助（地方交付税等）や借金（町債）などに頼っています。

　平成 19 年６月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、平成 20 年度一部施行、平成 21 年度に全面施行となりました。この法律に基づき、毎年度「健全化判断比率」
および「資金不足比率」を算定し、町監査委員の審査を受け、その意見書を付けて議会に報告するとともに、町民の皆さまへ公表することが義務付けられました。
　公表する比率は、①健全化判断比率と②資金不足比率があり、健全化判断比率は、「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「実質公債費比率」「将来負担比率」の４つの指標からなり、早
期健全化基準を下回っている比率であれば、健全財政といえます。また、資金不足比率は、病院事業や下水道事業など公営企業の資金不足比率が経営健全化基準を下回っている比率であ
れば、公営企業の経営状況は健全といえます。五戸町の 25 年度決算に基づく比率は次の表のとおり、いずれの比率においても早期健全化基準および経営健全化基準の比率を下回っている
ため、健全財政であるといえます。

◆健全化判断比率（平成 25 年度決算に基づく財政の健全化判断比率）
五戸町健全化判断比率

早期健全化基準 財政再生基準
H24 H25

① 実 質 赤 字 比 率 － －  14.26% 20.00%
②連結実質赤字比率 － －  19.26% 30.00%
③ 実 質 公 債 費 比 率 18.0 % 16.1 %  25.0 % 35.0 %
④ 将 来 負 担 比 率 81.3 % 66.3 % 350.0 %

※実質赤字比率、連結赤字比率は黒字であるため「－」を記載しています。

◆資金不足比率（平成 25 年度公営企業決算に基づく経営の資本不足比率）

特別会計の名称
資金不足比率

経営健全化基準
H24 H25

病 院 事 業 会 計 － －

20.0%
下 水 道 事 業 特 別 会 計 － －
農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 事 業 特 別 会 計 － －
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 － －
住 宅 用 地 造 成 事 業 等 特 別 会 計 － －

※資金不足比率は資金不足がないため「－」を記載しています。

①【実質赤字比率】一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模（標準税収入額＋普通地方交付税額＋地方譲与税）に対する比率です。
②【連結実質赤字比率】普通会計のほか老人保険事業や国民健康保険事業、病院事業、下水道事業など全ての会計を合計した赤字額等の標準財政規模に対する比率です。
③【実質公債費比率】借入した地方債の返済額やそれに準ずるものの支払額を合計したとき、普通会計でどれだけ負担しているかという比率です。（３ヵ年平均）
④【将来負担比率】普通会計及び特別会計の借入残高や一部事務組合への負担見込額などを合計し、将来どれくらいの負担が見込まれるかという比率です。
⑤【資金不足比率】公営企業それぞれの事業規模に対してどれくらいの資金不足があるかという比率です。

目的別

消防費 3 億 5,091 万円 (3.1%)
 議会費 1 億 1,134 万円 (1%)
  商工費 8,167 万円 (0.7%)
   災害復旧費 6,070 万円 (0.5%)
    その他 4 万円 (0%)農林水産業費

　7 億 3,814 万円 (6.6%)

土木費
　8 億 7,776 万円 (8%)

衛生費
　12 億 3,424 万円 (11.1%)

総務費
　12 億 5,699 万円 (11.3%)

公債費
　13 億 3,137 万円 (11.9%)

教育費
　29 億 1,468 万円 (26.1%)

民生費
　22 億 0,254 万円 (19.7%)
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五 戸 町 の 財 政 状 況
一般会計歳入　114 億 2,392 万円

町の財産（平成25年度末現在） 公債費（借入金残高）平成25年度末現在
一 般 会 計 介護保険特別会計 簡易水道事業特別会計

土　　地…………… 11,960,004㎡ 介護給付費準備基金… 4,837 万円 土 　 　 地 ………………16,035㎡
建　　物……………… 119,528㎡ 建 　 　 物 ………………… 481㎡
有価証券、出資金、債権… 12 億 4,672 万円
財政調整基金……12 億 2,975 万円 下水道事業特別会計
減 債 基 金 ……… 4 億 2,898 万円 下水道事業整備基金… 2,531 万円 住宅用地造成事業等特別会計
土地開発基金（土地含）… 4 億 0,203 万円 土　　地………………… 5,843㎡
その他の基金…… 12 億 1,873 万円

農業集落排水処理施設事業特別会計
土　　地………………… 9,121㎡ ケーブルテレビ事業特別会計

国民健康保険特別会計 建　　物………………… 1,092㎡ ケーブルテレビ事業基金… 2,439 万円
財政調整基金…… 1 億 0,381 万円

※各基金については、平成 26 年 5 月末日
時点での金額です。高額療養費貸付基金……508 万円

一 般 会 計 ……110 億 4,588 万円

下水道事業特別会計……28 億 1,813 万円

農業集落排水処理施設事業特別会計…9 億 4,117 万円

簡易水道事業特別会計……2 億 6,416 万円

病院事業会計……36 億 9,345 万円

総 　 　 額 ……187 億 6,279 万円

特別会計 （単位：万円）
会計名 歳入 歳出

後期高齢者医療 4 億 0,693 4 億 0,211
国民健康保険 25 億 8,550 25 億 2,979
介 護 保 険 23 億 1,186 21 億 6,894
下 水 道 事 業 4 億 4,624 4 億 4,495
農業集落排水処理施設事業 1 億 5,143 1 億 4,921
簡易水道事業 9,178 8,254
住宅用地造成事業等 1,906 1,265
ケーブルテレビ事業 2,766 2,624

病院事業会計 （単位：万円）
区分 収入 支出

収　益　的 26 億 3,796 26 億 6,066
資　本　的 2 億 0,137 3 億 0,486

※収益的収入・支出…営業的な経費
※資本的収入・支出…建物の建設費など

※町民一人当たりが納めたお金・一人当たりに使われたお金は、町税額（14 億 3,504 万円）及び一
般会計歳出総額（111 億 6,038 万円）を平成 26 年 3 月末現在の人口（18,700 人）、世帯数（7,018 世帯）
で割ったものです。

平成25年度

決算

町民一人当たりに使われたお金
596,812円

（1世帯当たり1,590,251円）

町民一人当たりが納めたお金
76,740円

（1世帯当たり204,480円）

町税

繰入金

その他地方譲与税

国・県支出金

町債

地方交付税

その他

国から交付される
使い道自由なお金
47億1,570万円　41.3%

国や県から交付される
使い道を指定されるお金
24億7,088万円　21.6%

借り入れ金
18億8,210万円　16.5%

皆さんが納めた税金
14億3,504万円　12.6%

特別会計からの繰入れなど
5,287万円　0.5%

分担金・負担金、使用料・手数料
財産収入、繰越金、寄付金、諸収入
5億3,743万円　4.7%

国から一定の基準に従って配分されるお金
1億1,897万円　1.0%

その他の交付金など
2億1,093万円　1.8%

依 存 財 源
国や県などからの収入
93 億 9,859 万円 82.2%

自 主 財 源
町 が 集 め る 収 入
20 億 2,533 万円 17.8%
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平成26年度

予算
9 月 末 現 在

　平成 26 年度の一般会計予算は、9 月 30 日現在で、97 億 5,640 万円で、
予算の執行率は歳入で 48.9％、歳出で 38.2％となっています。

一般会計歳入歳出　97 億 5,640 万円

議会費　1億 1,409 万円（1.2％）
　商工費　8,432 万円（0.8％）
　　災害復旧費　3,994 万円（0.4％）
　　　その他　516 万円（0.1％）

議会費　1億 1,409 万円（1.2％）
　商工費　8,432 万円（0.8％）
　　災害復旧費　3,994 万円（0.4％）
　　　その他　516 万円（0.1％）

歳　出

教育費
　10 億 2,443 万円（10.5％）
教育費
　10 億 2,443 万円（10.5％）

民生費
　26 億 5,525 万円（27.2％）
民生費
　26 億 5,525 万円（27.2％）

公債費
　12 億 6,672 万円（13.0％）
公債費
　12 億 6,672 万円（13.0％）

総務費
　10 億 9,323 万円（11.2％）
総務費
　10 億 9,323 万円（11.2％） 衛生費

　11 億 5,035 万円（11.8％）
衛生費
　11 億 5,035 万円（11.8％）

農林水産業費
　4億 3,540 万円（4.4％）
農林水産業費
　4億 3,540 万円（4.4％）

土木費
　9億 1,364 万円（9.4％）
土木費
　9億 1,364 万円（9.4％）

消防費
　9億 7,387 万円（10.0％）
消防費
　9億 7,387 万円（10.0％）

地方譲与税
　11,000 万円（1.1％）

地方譲与税
　1億 1,000 万円（1.1％） 町税

　13 億 0,546 万円（13.4％）
町税
　13 億 0,546 万円（13.4％）

繰入金　2億 4,255 万円（2.5％）繰入金　2億 4,256 万円（2.5％）

その他
　6億 2,146 万円（6.3％）
その他
　6億 2,147 万円（6.3％）

地方交付税
　44 億 6,616 万円（45.8％）
地方交付税
　44 億 6,616 万円（45.8％）

国・県支出金
　15 億 3,834 万円（15.8％）
国・県支出金
　15 億 3,837 万円（15.8％）

町債
　14 億 7,240 万円（15.1％）
町債
　14 億 7,240 万円（15.1％）

歳　入

病院事業会計
収益的 資本的

収入予算額 28 億 4,508 万円 2 億 3,755 万円
収 入 済 額 13 億 0,353 万円 1 億 9,843 万円
収入執行率 45.8％ 83.5％
支出予算額 30 億 7,334 万円 4 億 3,459 万円
支 出 済 額 12 億 4,094 万円 2 億 0,796 万円
支出執行率 40.4％ 47.9％

特　別　会　計
予算額 収入済額 収入執行率 支出済額 支出執行率

後 期 高 齢 者 医 療 4 億 4,070 万円 5,434 万円 12.3％ 1 億 7,274 万円 39.2％

国 民 健 康 保 険 25 億 6,102 万円 10 億 8,535 万円 42.4％ 10 億 9,108 万円 42.6％

介 護 保 険 23 億 3,465 万円 11 億 2,338 万円 48.1％ 9 億 9,609 万円 42.7％

下 水 道 事 業 4 億 7,151 万円 2,674 万円 5.7％ 1 億 4,503 万円 30.8％

農 業 集 落 排 水
処 理 施 設 事 業 1 億 5,637 万円 3,392 万円 21.7％ 4,795 万円 30.7％

簡 易 水 道 事 業 1 億 0,687 万円 2,989 万円 28.0％ 4,217 万円 39.5％

住 宅 用 地 造 成 事 業 等 1,675 万円 2,205 万円 131.6％ 17 万円 1.0％

ケ ー ブ ル テ レ ビ 事 業 2,770 万円 1,981 万円 71.5％ 419 万円 15.1％

町民一人当たりが納める町の税金

70,232 円
（1 世帯当たりでは 185,937 円）

町民一人当たりに使われる町のお金

524,876 円
（1 世帯当たりでは 1,389,603 円）

※町税額（13 億 0,546 万円）を平成 26 年 9 月
末現在の人口（18,588 人）、世帯数（7,021
世帯）で割ったものです。

※一般会計歳出総額（97 億 5,640 万円）を平
成 26 年 9 月末現在の人口（18,588 人）、世
帯数（7,021 世帯）で割ったものです。
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、（
仮
称
）
第
２
次
五
戸

町
総
合
振
興
計
画
の
素
案
が
ま
と

ま
り
ま
し
た
の
で
、
計
画
の
内
容

に
つ
い
て
町
民
の
皆
さ
ん
か
ら
広

く
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

■
募
集
期
間

12
月
３
日
（
水
）
～
19
日
（
金
）　

■
閲
覧
場
所

①
役
場
企
画
振
興
課
、
②
役
場

川
内
支
所
、③
役
場
浅
田
支
所
、

④
役
場
倉
石
支
所
、
⑤
五
戸
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

■
募
集
対
象
者

意
見
書
を
提
出
で
き
る
方
は
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
で
す
。

▼
町
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る
人

▼
町
内
に
所
在
す
る
職
場
に
勤

務
す
る
人
及
び
町
内
に
所
在

す
る
学
校
に
通
学
す
る
人

▼
町
内
に
所
在
す
る
団
体
（
支

部
及
び
支
社
な
ど
も
同
様
の
扱
い
）

第
30
回
五
戸
町
産
業
と
文
化
ま
つ
り

　

11
月
７
日
～
９
日
ま
で
の
３
日

間
で
開
催
さ
れ
た
毎
年
恒
例
の
産

業
と
文
化
ま
つ
り
が
、
今
年
で
30

回
目
を
迎
え
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
節
目
を
記
念
し
て
炊

き
込
み
ご
は
ん
コ
ン
テ
ス
ト
を
開

催
し
ま
し
た
。
タ
イ
ト
ル
は
「
だ

し
活
！
旨
み
ギ
ュ
ー
ッ
と
。
炊
き

込
み
ご
は
ん
コ
ン
テ
ス
ト
」。
参

加
者
は
８
組
。
試
食
し
た
１
０
０

人
の
投
票
に
よ
り
、
名
誉
の
最
優

秀
賞
を
獲
得
し
た
の
は
、「
残
り

具
材
を
活
か
し
た
炊
き
込
み
ご

飯
」
を
出
品
し
た
小
笠
原
綾
子
さ

ん
で
し
た
。
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

第
38
回
五
戸
町
民
歩
こ
う
会

　

10
月
19
日
（
日
）、
第
38
回
五

戸
町
民
歩
こ
う
会
が
実
施
さ
れ
、

秋
田
県
田
沢
湖
抱
返
り
渓
谷
へ

行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

当
日
、
午
前
６
時
30
分
に
合
わ

せ
て
役
場
に
集
合
し
た
の
は
健
脚

の
男
女
62
名
。

　

天
候
に
恵
ま
れ
紅
葉
を
満
喫
し

事
故
や
け
が
も
な
く
遊
歩
は
無
事

終
了
、
そ
の
後
は
温
泉
で
疲
れ
を

癒
し
て
帰
路
に
つ
き
ま
し
た
。

■
意
見
書
提
出
方
法

　

各
閲
覧
場
所
に
設
置
し
て
い

る
意
見
書
に
、
氏
名
（
ま
た
は

団
体
名
）、
住
所
、
電
話
番
号

を
明
記
の
上
、
次
の
方
法
で
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
閲
覧
場
所
に
直
接
提
出

▼
郵
送
で
提
出

〒
０
３
９

－

１
５
１
３

五
戸
町
字
古
舘
21

－

１

五
戸
町
役
場
企
画
振
興
課
宛

※
郵
送
の
場
合
は
、
期
限
内

に
必
着
の
こ
と
。

▼
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
提
出

▼
メ
ー
ル
で
提
出

※
な
お
、
口
頭
や
電
話
、
匿
名
で

の
ご
意
見
の
受
け
付
け
は
し
て

い
ま
せ
ん
。

■
そ
の
他

　

い
た
だ
い
た
ご
意
見
に
つ
い

て
は
、
今
後
、
審
議
会
の
場
等

で
公
表
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合

が
あ
り
ま
す
（
個
人
が
特
定
さ
れ

る
よ
う
な
情
報
は
秘
匿
し
ま
す
。）

　

ま
た
、
ご
意
見
に
対
す
る
個

別
の
回
答
は
し
ま
せ
ん
。

問
役
場
企
画
振
興
課

☎
62

－

７
９
５
２

ＦＡＸ
62

－

６
３
１
７

ﾒｰﾙkikakushinko@town.gonohe.aomori.jp

農地の買い手募集
①字筒口川原 71　田　2,638㎡
②大字倉石中市字中市下川原 66　田　4,272㎡
※買い手には、農業経営面積等の条件（あっせん
基準）があります。

農地の借り手募集
①大字浅水字堀切 158 －２　畑　3,635㎡

申し込み期限
平成 26 年 12 月 15 日（月）

問い合わせ・申し込み
町農業委員会事務局　☎ 62 － 2111 内線 273
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●
皆
さ
ん
の
作
品
を
「
文
芸
ご
の
へ
」
に
発
表
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

川
柳
・
短
歌
な
ど
の
区
別
を
明
記
し
、
企
画
振
興
課
広
報
係
へ
。
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

<

川
柳>

夕
映
え
に
女
が
集
う
お
か
ず
買
い

沢
田　

良
子（
上
市
川
）

<

俳
句>

何
処
と
な
く
秋
深
み
て
冬
に
入
る

鳥
谷
部
せ
ぬ（
ひ
ば
り
野
）

山
の
幸
朝
の
み
そ
汁
秋
一
パ
イ

鳥
谷
部
せ
ぬ（
ひ
ば
り
野
）

白
菊
や
ゆ
ら
ゆ
ら
揺
れ
て
秋
の
暮
れ

鳥
谷
部
せ
ぬ（
ひ
ば
り
野
）

<

短
歌>

米
農
家
豊
作
び
ん
ぼ
う
米
あ
ま
り

　

親
子
と
も
ど
も
先
を
悩
め
り

田
代
十
志
男（
上
市
川
）

霜
月
に
ま
だ
咲
い
て
い
る
山
つ
つ
じ

　

道
行
く
人
も
ま
た
ふ
り
む
い
て

藤
村　

ナ
ヲ（
鍜
冶
屋
窪
）

星
を
見
て
子
供
頃
は
学
校
で

　

北
斗
七
星
を
友と

も人
と
語
り

橘　

ミ
ネ
子（
北
市
川
）

救急病院

皆 様 の 健 康 を 守 る た め ｢ 敷 地 内 全 面 禁 煙 」 で す。

当 分 の 間 、 内 科 ・ 外 科 ・ 脳 神 経 外 科 は 、 
毎 週 土 曜 日 休 診 と な り ま す 。敷 地 内

全 面 禁 煙

五戸総合病院医師一覧表（外来診療） 平成 26 年 12 月 1 日現在

救急指定病院 問 五戸総合病院　☎６１－１２００

診療科 氏　　名 職名・派遣先 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
内 科 新 井 田 修 久 副 院 長 ○ ○ 9:00 ～消化器検査 ○午後消化器検査 ○

岡 本 一 雄 副 院 長 ○ 倉石診療所 ○ ○ ○
田 口 順 科 長 ○ ○ ○ ○ ○
藤 田 均 医 長 ○ ○午後消化器検査 ○ ○ 9:00 ～消化器検査
八戸市民病院 救命救急センター ○ ○ ○
五 十 嵐　 剛 弘 前 大 学 9:30 ～消化器検査

【糖尿病外来】崎 原　 哲 労 災 病 院 ○ 12/13 予約制
【循環器内科】三 浦 昌 人 東 北 大 学 ○ 12/5・12・19・26
外 科 蝦 名 宣 男 院 長 ○ 午後　乳腺・甲状腺外来 ○

安 藤 敏 典 医 療 局 長 ○ ○
応 援 医 師 東 北 大 学 ○

産 婦 人 科 井 戸 川 敏 彦 特 別 参 事 ○ ○ ○ ○ ○ ○
応 援 医 師 東 北 大 学 ○ 12/5・19 ○ 12/6・20

小 児 科 笹 野 拓 也 科 長 ○ ○ ○ ○ ○ ○
応 援 医 師 弘 前 大 学 ○ 12/5・19

整 形 外 科 三 上 靖 隆 科 長 ○ ○ ○ ○ ○
応 援 医 師 労 災 病 院 ○ 12/6・20

脳 神 経 外 科 深 瀬 栄 一 医療技術局長 ○ ○ ○ ○ ○
眼 科 応 援 医 師 岩手医科大学 ○毎週予約制
耳鼻いんこう科 袴 田 真 理 子 八 戸 市 ○ ○

応 援 医 師 弘 前 大 学 ○ 12/6・20
皮 膚 科 加 賀 谷 早 織 東 北 大 学 ○ 9:00 ～ ○ 9:00 ～

小 泉 裕 子 東 北 大 学 ○ 10:00 ～ ○ 10:00 ～
○外来診療（初診・再診）月曜日～金曜日…受付時間：7:30 ～ 11:30
○第１・３・５土曜日（初診・再診）…受付時間：7:30 ～ 11:00
○診療等の予定は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。
○他医療機関で受診している方は、紹介状をご持参ください。
○第２・４土曜日は休診です。
○小児科予約診療：月曜日～金曜日…………診療時間：15:00 ～ 16:30
　（ただし、健診等で午後、診療できない日がありますので電話でご確認ください）

急患は受け付けします。
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平成27年４月から『子ども・子育て支援制度』がスタート！
幼稚園・保育所の入所手続きが変わります

　「子ども・子育て支援制度」とは、平成 24 年８月に成立した子ども・子育て関連３法（※）に基づき、質の高い幼児期の学校教育・
保育の総合的な提供、地域の子育て支援の充実などを推進する新しい制度で、平成 27 年４月に全国の市町村で始まります。
　新しい制度の仕組みと必要な手続きについて、今月号と来月号でお知らせします。
※「子ども・子育て支援法」「認定こども園法の一部改正法」「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律」

新制度で利用できる教育・保育施設と地域型保育事業は・・・

利用できる施設の早わかりチャート

認定・利用申込み手続きについては、来月号でお知らせします。

認定こども園
（０～５歳）

教育・保育を一体的に行う施設
幼稚園と保育所の機能や特徴を併
せ持ち、保護者の就労状況に関わ
らず利用できる。
利用時間 ①朝～昼すぎ（３～５歳）
　　　　 ②朝～夕（０～５歳）

幼稚園
（３～５歳）

幼児期の教育を行う施設
利用時間：朝～昼すぎ

（利用時間の前後や長期休
業中に預かり保育を行う施
設もあります）

保育所
（０～５歳）

共働きなど、家庭
で保育できない保
護者に代わって保
育する施設
利用時間：朝～夕

地域型保育事業所
（０～２歳）

家庭的な雰囲気で少人数の
単位で保育する施設
利用時間：朝～夕
※町内設置は未定

　施設を利用するには、認定を受ける必要があります。保護者の状況・子どもの年齢によって認定区分が決まります。

保護者が下記に該当する。
■就労
■妊娠・出産
■保護者の疾病・障がい
■親族の介護・看護
■災害復旧
■求職活動
■就学
■虐待や DV のおそれがあること
■育児休業取得時、すでに保育を利

用している子どもがいて継続利用
が必要であること

など

３号認定
【利用できる施設】
・保育所・認定こども園
・地域型保育事業所

２号認定
【利用できる施設】
・保育所・認定こども園

１号認定
【利用できる施設】
・幼稚園（※）・認定こども園
（※）新制度に移行しない幼稚園を利
用する場合、認定は不要です。

地域子育て支援拠点事業・一時預かり
事業が利用できます。

０～２歳

３～５歳

０～２歳

３～５歳

子どもの
年 齢

子どもの
年 齢

は い

いいえ

【在園児の方】現在通っている施設を引き続き利用する場合
現　在 平成 27 年４月～ 認定手続き

幼　稚　園
新制度へ移行しない幼稚園 不要
新制度へ移行する幼稚園

必要
施設を通じてご案内します。

（町外の幼稚園の場合は施設
へお問い合わせください。）

認定こども園へ移行する幼稚園

保　育　所
保　育　所

認定こども園
認定こども園 認定こども園

【新たに入園・入所を希望する方】
平成 27 年４月～ 認定手続き 申込先

新制度へ移行しない幼稚園 不要 施設
新制度へ移行する幼稚園

必要

施設
保育所 役場福祉保健課

認定こども園
１号認定：施設

２・３号認定：役場福祉保健課
地域型保育事業所（設置未定） 役場福祉保健課

町内の幼稚園や保育所
が認定こども園に移行
するかどうかは各施設
へ確認を進めていると
ころです。詳細につい
ては、来月号でお知ら
せします。
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情報ステーション

五戸町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業について
■軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業について

　平成 26 年度から、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度及び中等度難聴児（18 歳未満）に対
し、補聴器の装用による言語の習得やコミュニケーション能力の向上を促進するため、補聴器購入費の 
一部を助成する「軽度・中等度難聴児補聴器助成事業」を開始します。

■事業の内容
（1）実施主体（申請・相談窓口）

五戸町役場福祉保健課
（2）対象児童
次の要件を満たす 18 歳未満の児童となります。

①五戸町内に住所を有していること。
②両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
③補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師の判断を受けたこと。
④児童の保護者が属する住民基本台帳上での世帯の中に、町民税の所得割の額が 46 万円以上の方が 

いないこと。

■助成内容について
別表の基準額の範囲内で購入又は修理に係る費用の３分の２を助成します。

■申請に必要な書類について
（1）申請書
（2）医師の意見書
（3）補聴器販売業者が作成した見積書

■医師の意見書について
当該事業を利用する場合は、医師の意見書の必要となります。
意見書の記載ができる医師は、以下のとおりです。

（1）身体障害者福祉法第 15 条第１項に規定する医師（聴覚障害）
（2）障害者の日常生活及社会生活を総合的に支援するための法律第 54 条第 2 項に規定する自立支援 

医療機関（耳鼻咽喉科に関する医療）の主たる医師
※なお、意見書料については補装具費支給意見書と同様の取扱いとなります。

問役場福祉保健課福祉班　☎ 0178 － 62 － 2111

軽度・中等度難聴 高度・重度難聴

身体障害者手帳が取得できない

補聴器を装用しないと… 補聴器を装用すると…

身体障害者手帳が取得できる

補装具（補聴器）の給付が受けられる

例えば・・・
・集団内（騒がしい場所）では、会話が聞き取りにくくなる。
・会話が充分に聞き取れないため、コミュニケーションが取りづらい。

・集団行動や人が多く集まる場所での
会話の聞き取りが困難。

・言葉を正確に聞き取れないため、学
習においても支障を来す。

・会話が聞き取りにくいため、集団に入
れず、孤立してしまう可能性がある。

困難さを解消できる！
しかし、高額な補聴器購入費の
全額を負担しなければいけない…

聴力が一般よりも劣る児童
（30db 以上）

補装具（補聴器）を給付してもらえない

軽度・中等度難聴児も、様々な困難を抱えている。

補聴器を装用する上で障壁と
なっている経済的負担を、購入
費用の一部助成により軽減する。
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情報ステーション

　

子
育
て
奮
闘
中
の
皆
さ
ん
、
子
育

て
メ
イ
ト
と
一
緒
に
親
子
で
楽
し
い

ひ
と
と
き
を
過
ご
し
ま
せ
ん
か
。

■
日
時

　

12
月
20
日
（
土
）
10
時
～
12
時

■
場
所

　

町
立
公
民
館　

小
ホ
ー
ル

■
対
象

０
歳
～
就
学
前
の
子
ど
も
と
保

護
者
（
兄
弟
・
祖
父
母
の
方
も

大
歓
迎
）

■
定
員

お
お
む
ね
25
組
（
※
子
ど
も
の

人
数
が
30
人
に
な
り
次
第
締
め

切
り
ま
す
。）

■
参
加
費

子
ど
も
一
人
１
０
０
円
（
お
や

つ
代
）

■
申
込

12
月
15
日
（
月
）
ま
で
に
各
地

区
の
子
育
て
メ
イ
ト
、
ま
た
は

役
場
福
祉
保
健
課
ま
で
。

問
役
場
福
祉
保
健
課　

☎
62

－

２
１
１
１　

内
線
１
３
７

　

今
、
密
か
な
ブ
ー
ム
と
な
っ
て

い
る
ラ
ジ
オ
体
操
！
昔
や
っ
た

な
と
い
う
方
も
「
い
つ
で
も
・
ど

こ
で
も
・
だ
れ
で
も
」
手
軽
に
で

き
る
ラ
ジ
オ
体
操
を
ま
た
始
め
て

み
ま
せ
ん
か
？

■
開
催
日
程

▼
12
月
５
日
（
金
）

五
戸
町
立
公
民
館
体
育
セ
ン
タ
ー

▼
12
月
11
日
（
木
）

豊
間
内
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

▼
平
成
27
年
１
月
８
日
（
木
）

倉
石
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

▼
平
成
27
年
１
月
16
日
（
金
）

浅
水
活
性
化
セ
ン
タ
ー

▼
平
成
27
年
２
月
未
定

瑞
穂
館
（
川
内
支
所
）

■
時
間

　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

■
内
容

さ
あ
は
じ
め
よ
う
！

～
健
活
で
元
気
は
つ
ら
つ
生
活
～

①
ラ
ジ
オ
体
操
の
実
技
指
導

②
だ
し
の
活
用
と
野
菜
摂
取
の

増
加
で
健
康
力
を
ア
ッ
プ
す

る
た
め
の
講
話

③
五
戸
町
食
生
活
改
善
推
進
員

に
よ
る
試
食
の
提
供　

ほ
か

■
そ
の
他

　

動
き
や
す
い
服
装
で
内
履
き
用

の
ズ
ッ
ク
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

■
申
込
先

役
場
福
祉
保
健
課
ま
で
。

問
役
場
福
祉
保
健
課　

☎
62

－

２
１
１
１
内
線
１
３
３

■
家
屋
を
新
築
、
増
築
し
た
時

　

家
屋
を
新
築
・
増
築
し
た
時

は
、
税
務
課
職
員
が
固
定
資
産

税
の
税
額
算
定
の
た
め
家
屋
調

査
を
行
い
ま
す
。
完
成
し
ま
し

た
ら
都
合
の
良
い
日
時
を
税
務

課
へ
電
話
等
に
よ
り
お
知
ら
せ

く
だ
さ
い
。
所
有
者
立
会
い
の

も
と
家
屋
調
査
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

■
家
屋
を
取
り
壊
し
た
時

　

固
定
資
産
税
は
毎
年
１
月
１

日
現
在
所
有
の
家
屋
に
課
税
さ

れ
ま
す
。
家
屋
を
取
り
壊
し
た

場
合
は
、
お
早
め
に
「
家
屋
滅

失
届
」
を
税
務
課
ま
で
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　

後
日
、
担
当
職
員
が
現
地
確

認
を
行
い
、
翌
年
度
の
課
税
対

象
か
ら
除
き
ま
す
。「
家
屋
滅

失
届
」
は
税
務
課
へ
備
え
付
け

の
も
の
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課
固
定
資
産
税
班

☎
62

－
２
１
１
１

内
線
１
２
６
～
１
２
８

　

毎
月
の
給
与
か
ら
所
得
税
を
源

泉
徴
収
（
給
与
引
き
去
り
）
さ
れ

て
い
る
給
与
所
得
者
は
、
町
民

税
・
県
民
税
に
つ
い
て
も
同
様
に

事
業
主
（
給
与
支
払
者
）
が
特
別

徴
収
（
給
与
引
き
去
り
）
し
て
納

め
て
い
た
だ
く
こ
と
が
、
原
則
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

年
４
回
に
分
け
て
自
分
で
納
め

る
普
通
徴
収
に
比
べ
て
、
従
業
員

の
方
に
は
１
回
の
負
担
が
少
な

く
、
納
め
忘
れ
も
な
く
な
る
な
ど

の
利
点
が
あ
り
、
税
額
は
、
町
か

ら
毎
年
５
月
末
ま
で
に
通
知
し
ま

す
の
で
、
事
業
主
の
方
に
は
計
算

の
手
間
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

対
象
は
、
前
年
中
に
給
与
の
支

払
い
を
受
け
、
か
つ
当
年
の
４
月

１
日
に
お
い
て
給
与
の
支
払
い
を

受
け
て
い
る
従
業
員
で
す
。

　

事
業
主
の
方
は
、
来
年
２
月
２

日
ま
で
に
町
に
提
出
す
る
給
与
支

払
報
告
書
を
、
対
象
と
な
る
従
業

員
の
分
に
つ
い
て
、
特
別
徴
収
と

し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
県
と
町
で
は
、
町
民
税
・

県
民
税
の
特
別
徴
収
制
度
の
周
知

と
徹
底
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
平

成
27
年
度
以
降
は
、
普
通
徴
収
で

報
告
さ
れ
た
場
合
で
も
特
別
徴
収

の
義
務
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
、
事
業
主
を
特
別
徴
収
義
務

者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
県
税
部
ま
た
は
町

税
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
三
八
地
域
県
民
局
県
税
部
納
税
管
理
課

☎
27

－
５
１
１
１　

内
線
２
０
７

問
役
場
税
務
課

☎
62

－

２
１
１
１

内
線
１
２
２
・
１
２
３

福
祉
・
育
児

資
産
・
税
金

五
戸
町
子
育
て
メ
イ
ト
子
ど
も

フ
ェ
ス
タ
「
ク
リ
ス
マ
ス
会
」

健
康
の
つ
ど
い
参
加
者
募
集

家
屋
の
新
築
・
増
築
・
取
り
壊

し
を
さ
れ
た
方
は
届
け
出
を
！

町

民

税
・

県

民

税

は

給

与

引

き

去

り

で
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情報ステーション

　

平
成
27
年
４
月
に
高
校
・
大
学

等
に
進
学
す
る
子
ど
も
の
い
る
母

子
（
寡
婦
）・
父
子
家
庭
へ
の
修
学

資
金
・
就
学
支
度
資
金
貸
付
の
申

請
受
付
を
し
て
い
ま
す
。
申
請
前

に
貸
付
条
件
等
の
説
明
（
１
時
間

程
度
）
を
行
い
ま
す
の
で
、
来
所

前
に
電
話
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
受
付
期
間

　

平
成
26
年
11
月
４
日
（
火
）
～

　

平
成
27
年
１
月
30
日
（
金
）

問
三
八
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部

　

福
祉
総
室
福
祉
調
整
課

☎
27

－

５
１
１
１　

内
線
３
４
８

ＦＡＸ
27

－

４
５
０
９

母
子
（
寡
婦
）・
父
子
家
庭
へ
の
修

学
資
金
・
就
学
支
度
資
金
貸
付
相
談

「五戸凧作り教室」開催のお知らせ
日 時 平成 27 年 1 月 18 日（日）13 時～ 16 時
場 所 図書館視聴覚室

対 象 小学生以上、先着 15 名
※小学校低学年の参加については保護者の同伴が必要です。

講 師 吉祥五戸凧の会　代表　新井田壽弘氏
参 加 料 無　料
持 ち 物 定規（30cm）
申 込 み 12 月 9 日～（定員になり次第締め切ります。）
問図書館　☎ 61 － 1040

国
民
健
康
保
険
の
手
続
き
（
加
入
・
喪
失
）

は
、14
日
以
内
に
忘
れ
ず
に
行
い
ま
し
ょ
う

　

現
在
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

人
が
、
ほ
か
の
健
康
保
険
（
職
場
の
健
康
保

険
な
ど
）
に
加
入
し
た
と
き
に
は
、
国
民
健

康
保
険
を
喪
失
す
る
手
続
き
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

　

ま
た
、
職
場
の
健
康
保
険
な
ど
を
や
め
た

人
は
、
国
民
健
康
保
険
へ
の
加
入
手
続
き
が

必
要
と
な
り
ま
す
（
職
場
の
健
康
保
険
を
任

意
で
継
続
す
る
人
、
別
の
健
康
保
険
に
加
入

で
き
る
人
は
不
要
）。

　

国
民
健
康
保
険
を
喪
失
す
る
、
加
入
す
る

と
い
っ
た
理
由
が
生
じ
た
日
か
ら
14
日
以
内

に
、
住
民
課
ま
た
は
川
内
・
浅
田
・
倉
石
・

各
支
所
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

■
国
民
健
康
保
険
を
喪
失
す
る
と
き

▽
国
民
健
康
保
険
証
（
人
数
分
）

▽
新
た
に
加
入
し
た
健
康
保
険
の
保
険
証

（
人
数
分
）

▽
印
鑑

※
喪
失
す
る
手
続
き
が
遅
れ
、
国
民
健
康

保
険
証
を
使
っ
て
診
療
を
受
け
た
場

合
、
国
民
健
康
保
険
で
負
担
し
た
医
療

費
は
返
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
と
き

▽
職
場
な
ど
の
健
康
保
険
の
資
格
喪
失
証

明
書

▽
厚
生
年
金
や
共
済
年
金
な
ど
を
受
給
し

て
い
る
65
歳
未
満
の
人
は
年
金
証
書

▽
印
鑑

※
加
入
の
手
続
き
が
遅
れ
た
場
合
、
保
険

税
は
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
理

由
の
生
じ
た
月
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
支

払
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

問
役
場
住
民
課

☎
62

－

２
１
１
１
内
線
１
１
５

除 雪 作 業 に ご 協 力 を ！除 雪 作 業 に ご 協 力 を ！除 雪 作 業 に ご 協 力 を ！
深夜作業にご理解を

　除雪・排雪作業は、交通
渋滞を引き起こさないため
に交通量の少ない夜間・早
朝に行われます。ご迷惑を
お掛けしますがご理解くだ
さい。

寄せ雪処理にご協力を
除雪作業は道路の左右に雪を寄せることを基本とし
ています。しかし、寄せ雪の処理は、多くの労力と
経費を要するため大変困難です。また除雪車は機械
構造上万能ではなく、作業時間の制約もあり、多少
の寄せ雪が残ってしまいます。寄せ雪については、
皆様のご協力が不可欠です。各ご家庭やご近所で協
力し合い、除雪をしてくださるようご理解とご協力
をお願いします。

支障枝伐採のご協力を
　隣接地から道路にはみ出している木の枝が、除雪
車に接触しガラス・ミラーなどが破損する場合があ
ります。このような枝は、交通車両の支障にもなり
ますので、各ご家庭で対処していただくようにお願
いします。

道路に雪を捨てないでください
　除雪車で寄せた雪を道路に返したり、自分の敷地
に降った雪を道路に押し出したりしないでくださ
い。ワダチやでこぼこの原
因になり、交通障害や事故
を引き起こす恐れがありま
す。みだりに道路に雪を捨
てることは道路交通法など
に違反し、罰則も設けられ
ています。雪は指定の雪捨
て場に捨てましょう。

雪捨て場
（苗代沢町有地）

至市街

ひばり野公園

工業団地

まきば温泉

至
国
道
４
号

至
志
戸
岸

東北メディカル学院

五
戸
中

路上駐車はやめましょう
路上の駐停車は、除雪
の妨げになります。決
められた場所以外での
駐停車はやめましょう。

作業中の除雪車には30ｍ以内に近寄らないでください
除雪車は、重機械であり、前後約 10ｍは死角とな
ります。また、雪の中
に混じっている砕石・
ガラスなどが飛び散る
場合もありますので、
30ｍ以内には近寄らな
いようにお願いします。
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◆図書館新着Books ◆
●開館時間　平日 10:00 ～ 18:00、土・日・祝日 9:00 ～ 17:00
● 12 月の休館日　１日、８日、15 日、22 日、29 日～ 31 日
●問い合わせ先　五戸町図書館　☎ 61 － 1040

【今月のおすすめ】
奇跡の人

（原田マハ / 著　双葉社）
　時は明治、青森県弘前。「盲目で、耳が
聞こえず、口も利けない」少女のため、ア
メリカ帰りの旧幕臣の娘・安が教育係とし
て招かれた。ふたりは苦難の道をゆく・・・。

プレゼントの木
（いもとようこ / 作絵　金の星社）
　動物たちのプレゼントの木にたくさん飾
りがつきました。くまぼうやが贈ったのは、
どんなプレゼントでしょうか ? 貧しい子
どもたちに贈り物をしたい人がプレゼント
するクリスマスの習慣“ギビング・ツリー”
から生まれた絵本。

■一般　■ヤングアダルト
神さまとのおしゃべりあなたの常識は、誰かの非常識（さとうみつろう）
慟哭の海峡 （門田隆将）
絵でわかる遺伝子治療 （野島博）
ちいさなこぎん刺し （河出書房）
幻想探偵社 （堀川アサコ）
だいじな本のみつけ方 （大崎梢）
3 時のアッコちゃん （柚木麻子）
キャロリング （有川浩）
鳥たち （よしもとばなな）
殉愛 （百田尚樹）

■児童
日本はこうして世界から信頼される国となった （佐藤芳直）
お米の魅力つたえたい！米と話して 365 日 （谷本雄治）
日本にしかいない生き物図鑑 （今泉忠明）
みんな知りたい ! ドクターイエローのひみつ （飯田守）
特別ないっぴき　いのちの授業 （岡田朋子）
レジェンド！葛西紀明選手と下川ジャンプ少年団ものがたり （城島充）
あしたあさってしあさって （もりやまみやこ）
すりかえかめん　ＮＨＫ「おかあさんといっしょ」（はらこうへい）
ゆうぐれ （ユリ・シュルヴｨッツ）
みまわりこびと （キティ・クローザ－）

問公益財団法人五戸町スポーツ振興公社・五戸町スポーツクラブ
☎ 62 － 2301　FAX 62 － 2365

運動習慣の定着化を目指して【五戸ちゃんねる】
～12月の見どころ（予定）～

介護予防番組「らくらくお茶の間体操」
　いくつになっても健康でいきい
きと外出したり、買い物したりし
て過ごせるよう、体力や筋力をつ
けるために創られた体操です。
　テレビを見ながら毎日できるよ
うに、やさしいゆっくりとしたリ
ズムとなっています。
　肩こりや膝・腰の痛みも和らい
で、健康寿命を延ばすことにもつ
ながりますので、一緒に体操を楽
しみましょう！

※ 11月 21日時点の情報です。
※番組名は全て仮称です。また、
番組内容は予告なく変更する場
合がありますので、テレビ番組
表（五戸ちゃんねる 11ch）にて
ご確認ください。

　〝五戸ちゃんねる〟（11ch）は五
戸町ケーブルテレビにご加入の全
ての方々に無料で提供しています。
　五戸町ケーブルテレビは加入者
全員から集める使用料でその施設
の維持管理を行っております。
　五戸町ケーブルテレビの運営に
ついて、ご理解とご協力をお願い
します。

12月休館日
五戸ドーム：３日、10 日、17 日、24 日
倉石スポーツセンター：17 日

年末年始休業のお知らせ
　12 月 29 日（月）～１月３日（土）まで
全施設休業となりますのでご了承下さい。

五戸町スポーツクラブバスケットボール教室開催
　平成 26 年９月６日（土）、倉石スポーツセンターにおいて、中村啓彦氏（五戸町倉石出身、
日立金属ブルドックス所属）を講師に迎え標記教
室を開催しました。
　クラブ会員を含む小学生 78 名、中学生 43 名
の計 121 名が参加。基本の動きや座った状態で
の指先を使ったドリブルなどの指導を受けた後、
５対５のゲームを行いました。
　実業団選手の技術の高さや、スピード、シュー
トの正確さを直に見ることができ、参加者にとっ
て大変有意義なものとなりました。

第22回五戸町長杯争奪ソフトバレーボール大会参加者募集
日 時 平成 26 年 12 月 21 日（日）８時 45 分受付　９時開会
開 催 場 所 倉石スポーツセンター
参 加 資 格 ①代表者が五戸町・新郷村在住または五戸町に在勤中

②五戸町内の学校に在学中
参 加 料 １チーム　1,500 円
チーム編成 選手登録は８名まで。プレーヤーは４名、インプレー中

必ず女性１名を含むこと。
※ファミリーの部は、参加希望チームが多数の場合実施し

ますので、希望する方は申し出てください。
競 技 方 法 １セット15点ラリーポイント制で３セットマッチとする。

予選はリーグ戦、決勝戦はトーナメント戦で行う。
ただし、チーム数により変更の場合があります。

そ の 他 帯同審判をお願いします。審判のできないチームは申し出
てください。

申 込 期 限 平成 26 年 12 月 12 日（金）
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町 の 人 口
（前月対比）

男 8,919 人 （－ 14）

女 9,634 人 （－ 21）

総人口 18,553 人 （－ 35）

世帯数 7,019 世帯（－ 2）

平成 26年 11月 1日現在
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５
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　ジェネリック医薬品は後発医薬品とも呼ばれ、先発
医薬品（新薬）の特許が切れた後に、新薬と同じ成分
で作られる薬のことです。
　新しい薬には２０～２５年の特許期間が与えられ、
開発メーカーのみが製造販売を行えます。
　しかし特許期間を過ぎると、他のメーカーも同じ成
分・効果の薬を製造できるようになります。
　こうして生まれた薬がジェネリック医薬品です。

　ジェネリック医薬品の成分は新薬と同じで、効き
目・安全性については新薬で確認済みです。
　薬の色や形などは新薬と異なりますが、成分は一緒
です。

　新薬の成分を使用するので、ジェネリック医薬品は
低コスト・短期間で作ることができます。
　そのため、価格も平均して新薬の約半額となり、と
ても経済的です。

　ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師に相談
するか、「ジェネリック医薬品希望カード」を提出し
てください。
　また、処方箋を薬局に提出する際、「ジェネリック
医薬品希望カード」も一緒に提出しましょう。

　風邪などの軽い病気であれば、大きな病院でも身近
な開業医でも治療内容はほとんど変わりません。開業
医は待ち時間も短く、体への負担が軽減されます。か
かりつけ医は自宅に近い開業医を選び、必要な場合は
かかりつけ医から適切な医療機関を紹介してもらいま
しょう。

※大きな病院では初診の患者は紹介状が必要で、紹介
状なしで受診する場合は特別料金が発生する場合もあ
ります。

　医療機関を紹介なく変更すると、その都度初診料が
かかり、医療費の無駄が発生します。
　また、何度も検査や処置・投薬などを行うので体に
も負担がかかります。かかりつけ医を持って、何かあっ
た場合は、まずはかかりつけ医に相談しましょう。

　「夜は待ち時間が短いから」、「昼間は都合が悪いか
ら」などで、安易に休日や夜間に救急医療機関を受診
する人が増えています。　
　このままでは、緊急を要する重症患者への対応が遅
れるなど、本当に必要なときに救急医療機関を受診で
きなくなる場合があります。急病などのやむを得ない
場合を除いては、診療時間内に受診しましょう。

休日や夜間に子どもの容態が急変したら、まずは小
※

児
救急電話相談（＃ 8000）をご利用ください。

※全国同一の短縮番号 をプッシュする

ことにより、お住まいの都道府県の相談窓口に自動転送され、

小児科医師・看護師から子どもの症状に応じた適切な対処の仕

方や受診する病院などのアドバイスを受けられます。問役場住民課（国保班）　☎62－2111（内線115）

国民健康保険からのお知らせ
ジェネリック医薬品を上手に利用
しましょう かかりつけ医を持ちましょう

休日や夜間の診療は控えましょう

重複受診はやめましょう

ジェネリック医薬品ってどんな薬？

効き目・安全性は新薬と同じ

ジェネリック医薬品は経済的

ジェネリック医薬品を処方してもらうには？

# 8 0 0 0



行事についてのお問い合わせ先　五戸町役場　☎ 62-2111

Town's イルミネーション 2014 開催決定 !!
　今年もきらめくクリスマスの季節がやってきました！実施期間は12月
３日から翌年１月４日まで。どなた様も奮ってご参加ください♪
■イルミネーション観覧バスツアー【12月16日（火）16時30分～】
　集合：五戸町商工会　※先着25名様、12月１日より商工会で受付ます。
■五戸でスマスX'mas【12月 20日（土）　12時～16時】
　場所：中央通歩行者天国

日 記念日等 行事等

17 水 麻しん・風しん混合予防接種 12：20 ～ 12：45 受付 五戸総合病院

18 木 Hot Center あ・そ・ぼ（ちびっこ広場） 10：00 ～ 12：00 五戸町立公民館

19 金 食育の日
● トコトコ教室（川内地区） 9：30 ～ 11：30 瑞穂館
● とことん元気教室（又重地区） 9：30 ～ 11：30 倉石温泉

4 か月児健康診査（平成 26 年 8 月生） 12：20 ～ 12：45 受付 旧五戸町地域保健センター

20 土 五戸町子育てメイト子どもフェスタ「クリスマス会」10：00 ～ 12：00 町立公民館

21 日 ● 第 22 回五戸町長杯争奪ソフトバレーボール大会 8：45 ～ 14：00 倉石スポーツセンター

22 月
Hot Center あ・そ・ぼ（あそぼタイム） 10：00 ～ 12：00 五戸町立公民館

● トコトコ教室（菖蒲川） 13：30 ～ 15：30 菖蒲川自治会館

23 火 天皇誕生日 ● 暮らしの相談会 10：00 ～ 15：00 五戸町立公民館

24 水

25 木 クリスマス

26 金 ● トコトコ教室（豊間内地区） 9：30 ～ 11：30 豊間内地区コミュニティセンター

27 土

28 日 町
図
書
館
休
館
日
（
12
月
28
日
～
１
月
５
日
）

29 月

30 火

31 水 大晦日

今月の納期

納期限12月25日（木）
町県民税 第4期
国民健康保険税 第6期

詳しくは五戸町商工会（62－3151）まで。



このカレンダーは広報誌からはずしてご利用いただけます。

2 0 1 4 年

平成26年度
12月

日 記念日等 行事等

1 月 県民交通安全の日
Hot Center あ・そ・ぼ（あそぼタイム） 10：00 ～ 12：00 五戸町立公民館

四種混合〔ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ〕予防接種 12：20 ～ 12：45 受付 五戸総合病院

2 火

3 水 ＢＣＧ予防接種 12：20 ～ 12：45 受付 五戸総合病院

4 木
四種混合〔ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ〕予防接種 12：20 ～ 12：45 受付 五戸総合病院

人
権
週
間

● 特設人権相談 13：30 ～ 15：30 五戸町立公民館

5 金
● トコトコ教室（浅田地区） 9：30 ～ 11：30 浅水活性化センター

● 健康のつどい 13：30 ～ 15：30 五戸町立公民館体育センター

6 土 ● クリスマスコンサート 17：15 ～ 18：00 町図書館

7 日 ● 第 32 回交通安全チャリティー大会 12：00（開場）～ 五戸町立公民館

8 月 Hot Center あ・そ・ぼ（あそぼタイム） 10：00 ～ 12：00 五戸町立公民館

9 火 ● トコトコ教室（下豊川） 13：30 ～ 15：30 下豊川自治会館

10 水
ポリオ（小児マヒ）予防接種 12：20 ～ 12：45 受付 五戸総合病院

● 暮らしの相談会 10：00 ～ 15：00 倉石コミュニティセンター

11 木
● 移動図書館巡回日 9：00 ～ 12：00 地区巡回
● とことん元気教室（石沢地区） 9：30 ～ 11：30 石沢地区公民館

Hot Center あ・そ・ぼ（ちびっこ広場） 10：00 ～ 12：00 五戸町立公民館
● 健康のつどい 13：30 ～ 15：30 豊間内地区コミュニテイセンター

12 金
● トコトコ教室（旧町内地区） 9：30 ～ 11：30 町立公民館

3 歳児健康診査（平成 23 年 8 月・9 月生） 12：20 ～ 12：45 受付 旧五戸町地域保健センター

13 土 ● おはなし会 14：00 ～ 15：00 町図書館

14 日

15 月 高齢者交通安全の日
● とことん元気教室（中市地区） 9：30 ～ 11：30 五戸町社会福祉センター

四種混合〔ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ〕予防接種 12：20 ～ 12：45 受付 五戸総合病院
● トコトコ教室（下区） 13：30 ～ 15：30 下区公民館

16 火
● トコトコ教室（川原町地区） 9：30 ～ 11：30 川原町自治会館

6 か月児健康相談（平成 26 年 4 月・5 月生） 12：20 ～ 12：45 受付 旧五戸町地域保健センター
● トコトコ教室（川原町） 13：30 ～ 15：30 川原町自治会館

図書館の開館時間の変更
　12月２日（火）～３月27日（金）
までの平日の開館時間が変更になり
ます。
変更後：午前10時～午後６時
問五戸町図書館　☎61－1040

毎年1回　健診を受けましょう！
～特定健診・がん検診等の実施日～

12月 予約がいっぱいになりました

１月 15・18・21・22日

２月 ２・３・４・12・13日
申し込みは役場福祉保健課へ

☎62－7958（直通）



2 0 1 5 年

平成26年度
1 月

月　間　メ　モ
5 日　五戸町表彰式、年賀交換会（場所：町立公民館）

※ 12/29 から 1/4 まで役場は休業となります。

日 記念日等 行事等

1 木
元日

県民交通安全の日
町
図
書
館
休
館
日
（
12
月
28
日
～
１
月
５
日
）

2 金

3 土

4 日

5 月 ● 五戸町表彰式・年賀交換会 11：00 ～ 町立公民館

6 火
10 か月児健康相談（平成 26 年 2 月・3 月生）12：20 ～ 12：45 受付 旧五戸町地域保健センター

あ
お
も
り
冬
の
読
書
週
間
（
１
月
６
日
～
27
日
）

● トコトコ教室（上豊川） 13：30 ～ 15：30 上豊川自治会館

7 水
ＢＣＧ予防接種 12：20 ～ 12：45 受付 五戸総合病院

● トコトコ教室（根前） 13：30 ～ 15：30 根前自治会館

8 木
● 移動図書館巡回日 9：00 ～ 12：00 地区巡回

● 健康のつどい 13：30 ～ 15：30 倉石コミュニテイセンター

9 金
● トコトコ教室（浅田地区） 9：30 ～ 11：30 浅水活性化センター

1歳6か月児健康診査（平成25年6月・7月生）12：20 ～ 12：45 受付 旧五戸町地域保健センター

10 土 おはなし会 14：00 ～ 15：00 町図書館

11 日

12 月 成人の日

13 火 2歳6か月児健康相談（平成24年6月・7月生）12：20 ～ 12：45 受付 旧五戸町地域保健センター

14 水
麻しん・風しん混合予防接種 12：20 ～ 12：45 受付 五戸総合病院

● 行政相談 13：30 ～ 16：00 倉石コミュニティセンター

15 木 高齢者交通安全の日 ● とことん元気教室（石沢地区） 9：30 ～ 11：30 石沢地区公民館

16 金
● トコトコ教室（旧町内地区） 9：30 ～ 11：30 町立公民館

● 健康のつどい 13：30 ～ 15：30 浅水活性化センター


